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休息時間の廃止について（提起） 
 

１ 休息時間を廃止し、勤務時間等を次のとおりとする。 
区分 改正後 改正前 

勤務時間 午前８時３０分から 
午後５時１５分まで 

午前８時３０分から 
午後５時１５分まで 

休憩時間 午後０時１５分から 
午後 1時まで 

午後０時１５分から 
午後 1時まで 

休息時間 廃 止 午後０時から 
午後０時１５分まで 及び 
午後５時から 
午後５時１５分まで 

 
 
２ 勤務時間を別に定められている所属の勤務時間等については、勤務時間等

のうち休息時間を廃止し、当該時間が置かれていた時間帯を正規の勤務時間

内と読み替えて適用する。 

 

 
３ 実施時期 
平成１９年１月１日 

 


